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第４８回岡山地方裁判所委員会議事概要 

 

１ 開催期日 

  令和４年５月３１日（火）午前１０時 

２ 開催場所 

  裁判所大会議室 

３ 出席者 

  別紙１のとおり 

４ 議事等 

 ⑴ 今回のテーマに関する意見交換 

   別紙第２のとおり（資料の添付は省略） 

 ⑵ 次回のテーマに関する意見交換 

   別紙第３のとおり 

 ⑶ 次回期日 

   令和４年１１月２９日（火）午前１０時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

（別紙第１） 

出席者 

委員 市 本 昭 彦 

  同  奥 野 寿 則 

  同 奥 村 吉 郎 

  同  阪 本   勝 

  同  島 崎   剛 

  同  竹 下 美 保 

  同  田 代 滉 貴 

  同  鶴 岡 良 孝 

  同  野 村 安 秀 

  同  濱 田   弘 

  同  三 木 良 一 

  同  水 舟 雪 枝 

  同  米 山 毅 一 郎 

  同  渡 邉 佳 苗 

（五十音順） 
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（別紙第２） 

【今回のテーマに関する意見交換】 

 

事務担当者 

 最初に裁判所から、裁判員制度について、御説明させていただきます。 

 

[裁判所からの説明] 

事務担当者 

 資料に基づき説明 

 

委員長 

ただいま、裁判所から裁判員制度の制度概要及びその選任手続について、広報活

動等を踏まえて御説明いただきました。 

 本日、広報活動等を盛んにして国民の裁判員制度に対する関心等をいかに維持強

化するかについて忌憚のない意見を全ての委員の皆様からお伺いしたいと思います。 

 

Ａ委員 

私は弁護士をしていますが、最近は刑事弁護はやっておりません。ですから、あ

まり弁護士の立場として申し上げることもないので、弁護士会で実施している広報

活動については幾つか紹介させていただきます。 

 弁護士会の委員会の中に法教育委員会というものがあり、例えば小学校、中学校、

高校に対して講師派遣ということをやっております。ただ、テーマは刑事裁判に限

らず、学校とも相談しながら講師の方と相談して決めることになります。 

 あとは、弁護士が付き添って刑事裁判を傍聴させていただいているケースがあり

ます。 

 それから、ジュニアロースクールといって、これは大学と弁護士会が共催で行っ
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ているもので、対象は高校生を中心とし、年１回ぐらいはやっているようで、これ

も過去のケースを見ると刑事裁判に関して討論してもらったこともあるようです。 

 最後に、日本弁護士連合会が実施しているものとして、高校生模擬裁判選手権が

あります。これは全国的に高校生が検察官役、弁護人役に分かれて模擬裁判を行う

ものであり、昨年度であれば、岡山も私立高校２校から参加の申込みがあったので、

出場するに当たって、弁護士が支援アドバイスをしたと聞いております。 

 

Ｂ委員 

 感想めいた話にはなるのですが、日本社会は超高齢化社会というふうに言われて

いて、高齢化が避けられないということになってくると、裁判員候補者を実際に確

保していくということがなかなか難しくなっていくことは避けられないことだと思

っています。そういう意味で、若年層により高い関心を持ってもらう必要があるの

だろうと思っています。 

 若年層には、我々の感覚とは違う行動変容みたいなものがあって、何を基準に行

動しているのかというところが我々も見えないところがあります。例えば一つ何か

物事を決めるにしても、文書で書かれたものから何かきっかけをつかむのか、ある

いは、スマートフォン上で得られる情報から何かきっかけをつかむのかというとこ

ろでは、むしろ後者の方が大きくなっていくのかなという感じがいたします。 

 裁判所の広報活動、民事裁判の分野でもデジタル化ということが言われています

けれども、裁判所の広報という意味でもデジタルということも意識しつつ何か工夫

をしていく余地がないのかなということは何となく感じています。具体的にこうす

ればいいというわけではないのですが、そういった視点も交えながら若者に何か訴

えかけていけるようなきっかけみたいなものがあればいいなと思ってはいるんです

けれども、非常に漠然としたものです。できれば、今日、お越しいただいた委員の

方々からそういったところについてもお知恵をいただければと感じておるところで

ございます。 
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Ｃ委員 

 実は、このお話をいただいてちょうど昨日、若い人と話す機会がありまして、ア

ンケートをとりました。我々の関連の大学で法律関係を全然知らない学生６６人に

アンケートをとったところ、制度を知っていたかどうかを聞きましたら７割が知っ

ていました。それから、中身は知らなかったけど名前は知っていたという学生が３

割いました。全然知らなかった学生は１人しかいなかったということで、私は逆に

びっくりしました。 

 裁判員制度そのものは若い人は知っているんだなというふうに思いました。４年

生ですから２２歳、２１歳ぐらいなのでしょうけれども。それで、参加してみたい

のかというもう一つの質問をしましたら、参加してみたいという学生が５２％、参

加したくないという学生が３５％、内容を知らないので判断できないという学生が

１２％ぐらいです。 

 おもしろかったのは、中身を知っているんだけれども参加したくないという方も

結構いらっしゃいます。コメントを求めましたら、参加して後で恨みを買いたくな

いのでという正直な感想や、身辺警護は大丈夫なのかとかいう感じの質問がありま

した。 

 それから、広報についてですが、この機会に聞いてみましたら、今まで病院の先

生を講師にする市民公開講座とかそういうものをやってきたのですが、次第に、ウ

ェブに移行しているとのことでした。また、動画配信を一生懸命力を入れていると

いうような話もありました。 

 この制度そのものを若い人に知らしめるにはどうしたらいいのかというのは、私

も回答がなかなか申し上げられないのですが、大学とか高校のところに出前講座に

行くとか、リンクを貼り付けるだけでもいいのかなという気はいたしますが、割と

アニメ的なものも活用しながら案内されたらどうかなというのが、私の感想という

か意見でございます。 
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Ｄ委員 

 先ほど説明があった点について、個人的に非常に気になるところを申し上げます

と、「裁判員制度の運用に関する意識調査」で以前に比べて興味や関心が増したと

いう層が減っているということがグラフに表れているということですね。これをど

う評価するのか。 

制度が発足した当時というのは、皆さん、関心を持っているし、我々も積極的に

ＰＲをしているというようなことだったわけなのですが、時代が積み重ねることに

よって安定期を迎えるということで。でも、実際どうなのでしょうかというような

ことに注意しなければならないと思っているところなのです。 

もう１点。このグラフというのは、令和元年度までのグラフです。令和元年度以

降何があったかということは皆さん承知されているとおりで、まさに、コロナ禍と

いうのが令和２年、令和３年、今、令和４年を迎えているというようなことです。

先ほど紹介した裁判所の広報活動というような点についても、コロナ禍の制約のた

めできなくなってしまったというようなものもあるわけです。 

ただ、コロナ禍をきっかけに世間一般的にはオンラインを活用したり、ウェブを

有効活用するようになり、特に、若い人はそういったものに関心が高く我々よりも

なじみがあるということもありますので、そういった面も見ていかなければならな

いのかなと思っているところです。 

皆さんの目から見ると裁判所は遅れているのではないかと感じるようなところも

あるんじゃないかと思いますので、そういった点も含めて率直な御意見を、あるい

は感想をお聞かせいただければと思っているところです。 

 

Ｅ委員 

 企業の総務の責任者をさせてもらっております。直近の担当者にいろいろと話を

聞くと、私どもの就業規則では裁判員裁判として参加する場合、特別休暇が与えら
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れますが、ここ５年ぐらいで候補者が１年に１人ぐらい出ています。私どもが抱え

ている従業員は、地方を含めると１，０４０人程度、岡山県だけでいうと千人弱ぐ

らいいますが、千人ぐらいのところで年間１人当たるか、当たらないかというよう

な確率です。 

 その中で、候補者が、総務担当者に対し、都度相談に行くようです。会社として

は特別休暇が与えられているので、率先して参加できるのであればお願いしますと

伝えていますが、先ほども説明したとおり、聞いてくるぐらいなので、正直余り浸

透していないなというのが私の率直な感想です。 

 最近の若い人の傾向を見ていると、社会貢献ですとか社会参加というのは意識と

しては非常に高いなと思います。 

 直近の例でいうと、コロナではないですけれども西日本の水害ですね。あのとき

にボランティアに会社で行かせてほしいとか、休暇が欲しいという申出がありまし

た。しかし、会社としては、危険性等がよく分からない中で判断はできなかったの

で、個人判断でやって欲しいということ、行くのであれば、事前に連絡が欲しいと

いう話をしました。 

 今後、意識が高い人が増えてくるのではないかなというところで、会社としては

もうちょっとフォローしていかないといけないのかなと思います。 

 皆さんのところであるかどうか分からないのですけれども、最近ですと、コロナ

禍もあって動画配信、動画研修が非常に有効なものになってきています。私どもも

動画研修を導入していますが、一番難しいところは浸透度です。私どもが取引して

いるメーカーも、非常に浸透度に対して難しさを感じているということを言ってい

ます。 

 私どもは、浸透度を測るために、動画研修が終わった後にテストをやって、その

テストが何点ということを把握した上で、必要であれば上司がサポートし、理解を

上げていくという形をとっています。 

 先ほどもお話がありましたけれども、どうしても会社とはまた別の組織での考え
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方があると思います。営利目的とかそういったものではございませんので、リンク

を貼るですとか、理解度を上げるというのは難しいのかもしれないですけれども、

そういったこともできるのではないかなと思います。まず、それが企業側からの感

想かなと思います。 

 あと、もう一つ、私は中学３年生と１年生の子供がいます。今日に当たって、事

前に話をしました。実際に裁判員裁判という制度を知っているか質問したら、二人

ともがこぞって小学校５年か６年で言葉は勉強したけど内容はよく分からないとの

ことでした。学校では言葉を教えてくれるけれども中身を教えてくれないというと

ころでしょうか。 

最近の子は、なぜここに至ったかという経緯や背景が分かると非常にのみ込みが

早いけれど、言葉だけ教えているとよく分かってくれないのではないかなと思いま

す。親である私もその辺りについては責任を感じるなと思います。やはり日々のニ

ュース等を見る中で、裁判員裁判が取り上げられた際は教えてあげる必要があるの

かなと思います。 

  

Ｆ委員 

 私どもの会社はテレビ局でして、映像を撮って皆様にお伝えしていかないといけ

ません。考えてみますと、ニュースで裁判員裁判を取り上げることは、最近ほとん

どしていないなというのが実感ですが、裁判員裁判への関心が低くなっているとい

う現状をとらえて、取材する機会があったときには、映像として撮れる場所を多く

提供していただいたりだとか、顔が見える取材に御協力いただければ、映像として

訴えかけていくということができてくるかなと思っております。 

 私たちは、岡山県や岡山市などの自治体の番組も制作していますが、岡山地方裁

判所の番組となれば、例えば、皆さんがどんな仕事をしているだとか、どういうふ

うに裁判員裁判を運用しているんだというようなところの苦労だとか汗などが見え

るような番組ができたりすると、もっと身近で地域に訴えかけられるような映像が
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届けられるんじゃないかなと考えています。 

 先ほどもありました裁判員裁判を経験された方の意見交換会とかにカメラを入ら

せていただいたら、どんな声が聞こえるのかなというのが非常に興味がありました。 

実際に、私が高松に勤務している３年間で裁判員裁判が始まりましたが、非常に

ＰＲに力を入れてくださった裁判官もいらっしゃいました。無理だろうなと思いな

がら高松地方裁判所の空き法廷から生中継させてもらえませんかというお願いをし

たところ、実は叶ってしまいました。これは全国で初めてのことです。そして、そ

の日中、模擬裁判に参加させていただき、模擬裁判の経験をまとめたＶＴＲと、私

が法廷で体験したことを生中継でリポートさせていただきました。 

 その際は、柔軟に対応していただきましたが、今後もＰＲのために多少の御無理

は聞いていただけたらうれしいなと思っています。 

 今、私たちが日々のニュースの中で取り上げていくものはそのまま動画配信にな

っている時代です。もちろん、御了解がとれないと流せないのですけれども、夕方

のニュースで放送したものがそのまま切り取られてネット配信されています。なの

で、そういったツールに私たちも対応していかないといけないのですけれども、ヤ

フーニュースに載ったりすると、やはり若い人に触れるチャンスもあります。特に、

去年などは、例えば岡山の刑務所内を撮影させてもらった動画、番組もありました

が、やはり、普段は見られない場所というのは非常に興味もあって視聴率もよかっ

たりするわけです。だから、そういったところを可能な範囲で取材させていただい

て、映像の力で若い人を取り込むという方法もあると思います。 

  

Ｇ委員 

 私は、大学教員として１８、１９歳ぐらいの方と話す機会がほかの委員よりも相

対的に多いかと思います。 

 また、これまでの委員の御発言だとどうやって配信するかというところに重点が

置かれていたかと思いますが、私は何を発信すべきかというところに特に着目して
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意見を述べさせていただければと考えております。 

 ただ、私の意見というのはあくまで勤務先の学生というかなり対象が限定された

集団であり、なおかつ、辞退の選択肢があるというかなり特殊な属性の集団と接し

た上での印象にすぎませんので、その点についてはあらかじめ御了承いただければ

と思います。 

 私が授業等で学生の反応を伺った、あるいは学生と直接しゃべった限りですと、

裁判員制度の認知度、あるいは制度の関心というのはかなり高いのかなというふう

に考えております。最もそこでいう関心というのも、どちらかと言えば、もし選ば

れてしまったらどうしようというような、言ってみればネガティブな意味での関心

というのがちらほらみられるかなと。むしろ、そういうネガティブな関心を持って

いる学生というのが多いのかなというのが率直な感想です。 

 私個人としましては、こうした不安というのは大きく３つの原因があるのかなと

思っております。よく言われることではあるのですけれども、１つが、仮に選ばれ

た場合、具体的にどのぐらい時間的に拘束されて日常生活に支障が生じるのかとい

うところがいまいち分からないということです。 

 ２つ目は、殺人とか放火等、いわゆる凶悪事件と言われるような事件が対象とな

る中、ちゃんと自分が冷静な判断ができるのか不安であるということです。 

 そして、３つ目が、仮にショッキングな写真ですとか生々しい事実関係を目の当

たりにした場合、自分が精神的に耐えられるのだろうかというところがやはり不安

に思っているのかなと思います。 

 この３つが、差し当たり不安の要因として学生は考えているのかなと考えていま

す。 

 このうち、ちゃんと自分が判断できるかどうかというところは、正直、裁判所側

から働きかけがない部分と思うんですけれども、それ以外の点、選任後の具体的な

スケジュールですとか精神的なサポート、配慮の点というのは、より一層裁判所の

側から周知をしていく必要があるのかなと思います。 
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 具体的に御説明にもありましたけれども、どのぐらい時間的に拘束されるのかで

すとか、あるいはどういう場合に辞退できるのか、あるいは、アフターケアとして

どのようなものが用意されているのかという点は、もう少し周知が図られるべきな

のかなと思っております。 

 また、最後に、これは１８歳、１９歳の方に限らずなのですけれども、裁判員制

度というその制度の目的そのものがどこまで国民に伝わっているのかなというとこ

ろは、私個人としては疑問に持っております。社会に貢献したいとか、そのような

関心の高い方ならともかく、そのような関心がそこまで高くない、あるいは関心が

ない方からすれば、いきなり裁判員をやってくださいと言われても、正直なところ、

青天のへきれきでしかないと思います。なぜわざわざ日常生活の忙しい合間を縫っ

て裁判員裁判に参加しなければならないのかというその制度の目的がもう少し周知

されてしかるべきなのかなというふうに考えております。 

  

Ｈ委員 

 私からは職域のことについて話をさせていただきます。先ほどＥ委員がおっしゃ

ったように、裁判員裁判に参加するための有給の特別休暇は、一般に公開されてい

る厚生労働省等の就業規則のひな形の中にも入ってきているので普及はしているの

だろうと思います。しかし、企業というのは、大きなところもあれば、小さなとこ

ろもありますが、実は小さなところになりますと、従業員一人二人に代表者一人み

たいなところもあります。就業規則が厳格に守られているか、あるいは健康診断が

ちゃんと実施されているかどうかというのも怪しいところの状況もあります。です

から、なかなか就業規則でこの裁判員裁判のことが担保されているかというのは難

しいと思います。 

 それで、逆に、労働者の人から裁判員になったときにはぜひ参加していきたいん

だという、そういう思いを経営者に伝えるような仕組みがないとなかなか難しいの

かなと思っています。従業員の代替が利かない会社も多いと思いますね。ですから、



 

12 

そういう意味では、仕事を理由に辞退をされる方が多いんじゃないかと思います。 

 それと、私の職場も特別休暇で裁判員に参加することはできるのですが、若い人

たちを中心に「どうする。」というふうに聞いたところ、男性はほぼ「参加します

よ。」ということを言ってくれるのですが、女性の場合、「えっ。」というのが第

一声なんですよね。やはり裁判員裁判の状況が分からないので、実際に殺人事件な

どの現場の写真とかを見ることに少し抵抗を覚えていらっしゃるようなところがあ

ります。 

 ところが、事前にいただいた資料の中に参加された９５％の人たちが大変意義が

あったというふうに回答されているものですから、そのことを伝えると、すぐに

「ああ、そうですか。じゃあ、参加してみたい。」という、そういう意思を表明を

しております。 

 若い人たちへどう伝えるかということについて、１９９０年の中頃から２０１０

年代の初頭に生まれた世代の人たち、Ｚ世代というふうに呼ぶんだそうですが、そ

のＺ世代の人たちは、幾つかの特徴があるそうです。まず、かなり情報量を持って

いる。それはなぜかというと、我々は信じられませんがドラマや映画を倍速で見る

んですよね。ネタバレと言って、最初に結末を知ってから本を読んだりするわけで

して、そんなことでものすごく短縮しながらいろいろな情報を得る。皆さん、物を

調べるときにはグーグルとかヤフーで調べるんだろうと思うのですが、若い人たち

はグーグルやヤフーではなくてツイッターやインスタで調べるんです。動画のほう

から入ってくるというのが今の若い人たちの特徴らしいですね。 

 それから、ＳＤＧｓや社会問題に対してすごい関心を持ってるということなので

すが、これは自分自身と社会との関わりがとても大切ということであります。そし

て、一番大きなことなのですが、お金とか物とかよりも意味が大事だというのがこ

の世代の特徴らしく、実体験をものすごく希望しているそうです。 

 そこで、裁判員裁判のＰＲの動画がどういうものかと調べてみますと、何と１時

間弱動画がありました。何と予告編で３分ありました。 
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参加者、実際に裁判員裁判に参加した若者の目線でずっと内容を追いかけていっ

て、そこで体験をすることが大事だと思います。そうすると、若い人たちには浸透

していく。動画を短く作っていくということが大事なんだろうと思います。 

 

Ｉ委員 

 私は、検察官として２４年間になりますが、平成２１年に裁判員裁判が始まった

当初、私も現場にいまして、裁判員裁判に向けたいろいろな取組をやっておりまし

た。裁判員裁判が始まったらどういうふうに事実認定が変わっていくのだろうとか、

すごく不安だらけでした。北海道にいたときに裁判員裁判の事件を担当することが

スタートでした。 

 その後、検察官として現場で１０年間ぐらいやりましたけれども、今では検察官

には、裁判員裁判というものが浸透しております。ただし、ずっと刑事裁判に携わ

って、ようやくそれが普通になってきているということなので、これが国民の皆さ

んに普通に浸透していくのには、かなりの時間がかかっていくのだろうなと思いま

した。 

 先ほど来、学校での教育ですとか、裁判所の取組として保護者にパンフレットを

配布することを考えているのだったかと思いますけれども、そういう広報活動をし

ているというのは非常に大切なことだと思います。まず、学校教育だけではなくて

家庭の中で裁判員裁判というものを身近に接していくという取っかかりというのを

少しずつやっていく必要があるのだろうなと思いました。 

 例えば、小学校のお子さんを持たれている御家庭の中でも、話題にしていけば自

然と浸透していくのかなと思います。情報が今たくさんあふれていますので、その

中で自らアクセスしていろいろ知っていくということで浸透していくのではなかろ

うかなと感じました。感想めいたところでございます。 

 あと、裁判員裁判へ積極参加するための方策について気付いた点ですが、先ほど

来、若干、刺激的な証拠が話題に出ました。刺激的証拠の取扱いについては、岡山
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地裁におかれましては法曹三者間できちんと議論が行われて適切な取組、工夫がな

されているものと承知しております。 

 他方で、代替立証を推し進める余りに、例えば生の証拠に接する機会が制限され

ることによって被害者や御遺族が直接認識、体験した事実と実際に法廷に現れる証

拠との間に若干の乖離が生じて、それが事実認定や、あるいは特に量刑判断に何ら

かの影響があるのではないかという懸念もございます。これまでと同様に、これに

ついては十分に法曹三者間で議論していただいて、裁判員の方の精神的負担の軽減

の取組を進めていっていただければなと感じました。 

  

Ｊ委員 

 私は、どちらかというと刑事の分野に特化した活動を弁護士会でしてきたほか、

刑事弁護人としての経験や委員会活動でも日弁連の意見なども聞いていますので、

そういった側面から少し発言をしたいと思います。 

 裁判員の経験をされた方からは、先ほどの資料でも非常によいと感じた、やって

よかったと思っているという回答が非常に多いですね。このことは、国民に対して

裁判員制度の協力を求めるという意味では非常に有利な現象だと思います。 

 一方で、裁判員の方が負担に感じる点として守秘義務の問題があろうかと思いま

す。裁判員の方には守秘義務が課されます。事件の内容をいろいろなところで気軽

にお話しできるという立場にはないわけですね。必然的に、裁判員としての経験を

ほかのやっていない方々に対してしゃべるわけにはいかないという意味もあって、

自分の中ではやってよかったと思っているのに、その経験をほかの国民と共有でき

ないというジレンマに陥っているのだと思うのですね。 

 ただ、守秘義務というのは、あくまで秘密を守る義務だと思いますから、公開の

法廷で話に出ている事件の概要であるとか、争点がどこかであるとか、そういった

ことは守秘義務の範囲外だと思われます。だから、裁判員の評議室の中での議論そ

のものを話してはいけないというのはもう自明のことだと思いますけれども、公開
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法廷で話が出ている事件のあらすじ、新聞報道で見るレベルの事件の内容について

は話をしてもいいという判断になるんじゃないかなと思っています。 

 先ほどの説明や市民団体などの意見書も踏まえて、裁判所からすれば、なるべく

守秘義務違反は起こしてほしくないと思うのが当然ですから、厳し目に裁判員の方

に説明をされるのは当然だろうと思うのですけれども、そういったことが、いい経

験だと感じていらっしゃる好意的な裁判員経験者の方の動機を若干そぐような形に

なってはいまいかということが一つ懸念として思いました。 

 次に、審理の長期化という面もあろうかと思います。裁判所に非常に長い期間行

かなければならないとなれば非常に気が重くなるのかもしれません。 

 だからといって審理を短くすればいいのかといいますと、刑事弁護人の立場から

言わせてもらうと、やはり刑事裁判の目的というのは真実発見、人権保護という大

きな目的のために裁判員制度という制度が採用されているということを考えますと、

いたずらに審理を短くすればいいという結論にはやはり賛同しかねます。 

 裁判員の負担を軽くという話もあるんですけれども、やはり裁判員制度という制

度の重要性から言って、なかなか裁判員の負担軽減ばかりを声高にというわけには

いかないのではないかと思っています。 

 じゃあ、どうすればいいのかと、これは日々考えていまして、結論はまだ出てい

ませんが、裁判員をやってよかったと思われている経験者の方がどういうお話をさ

れているのかというのは、私はつぶさに存じ上げませんけれども、証拠から事実認

定、それを徹底的に裁判官も含めて議論して結論を出すという、その過程に日々の

社会生活においても役に立つようなスキルというのが見い出せるのかなという気が

します。 

若年層に対するアピールという話があったのですけれども、裁判員をやって何か

身につくスキルといいますか、そういうモチベーションをアピールするというのも

一つの視点ではないかなと思いました。それは、むしろ若年層に対して社会経験と

いってもいいですけど、単なる社会経験というよりは役に立つ、自分に身につく学
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習的な経験だという意味合いの持たせ方もできないかなと思いました。 

最後に、これは岡山地裁レベルの話ではないですけれども、私が昔から裁判員制

度を見て問題だなと感じていることについて若干コメントします。一つは、裁判員

になることによって報復を恐れるという話がありました。今の制度上でも、例えば

暴力団員の事件とか、危険な事件については裁判員制度の対象から外すような措置

がとられることがあります。基本的には、殺人などの裁判員裁判対象事件になれば、

原則としては裁判員制度に流れていくわけですが、この点については、以前から弁

護士会の意見もあるんですけど、もう少し緩やかなといいますか、例外を広く、例

えば暴力団員そのものではないけれども暴力団関係者の事件も対象から外すとか、

そういった柔軟性はあってもいいのかなというのは常々感じています。 

もう一つ、量刑判断を裁判員がしているということですね。これは、先ほどの説

明になかったですけれども、欧米の陪審制のうち、アメリカは、事実認定のみ陪審

で審理するという話もあります。裁判員の方が量刑判断することについては、どこ

までイメージが湧くのかなというのは常々疑問には思っています。量刑判断をする

ということは、被告人の更生であるとか、社会的な秩序維持であるとか、いろいろ

複雑なことが絡むと思うんですね。 

事実認定というのは比較的社会経験に基づく判断という形で裁判員の方の御経験

を満たすという側面が強いのかなと思っていまして、量刑判断を裁判員がやるとい

うのが負担になっていなければいいかなというのは常々感じているところです。 

 

Ｋ委員 

 私、新聞社に勤めてまいりまして、３０年は経っていないのですけれども、それ

ぐらいの社歴になります。 

 若年層向けの広報活動については、新聞社でも紙の新聞離れということで、子供

向けには２００１年から「子ども新聞」という紙面において、子供記者に委嘱して

好きな人に取材をしてもらい記事にしています。非常にうらやらましいことに、芸
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能人を取材した子もいます。あと、ツイッターでおもしろい話題を発信しています

し、裁判所と一緒で小・中・高向けに出前授業をやっており、最盛期は年間に二百

数十回やっていたりもしておりました。現在のところ、出前授業はちょっとできな

い状況です。 

 その経験を踏まえて申しますと、実はＤ委員がおっしゃったような制度導入当初

の関心が高いというのは、どの制度でもそうです。例えば１８歳選挙のときもすご

くて、選挙管理委員会が出前授業をしたり、各学校で模擬投票したり、うちの新聞

でも１８歳の選挙権という記事を作って出したりしていました。現在、新聞を見て

いただくと１８歳選挙権ってほとんどなくて、選挙が終わった後に１０代の投票率

が低いとしか載っていないような状況になっています。 

 裁判員制度というのは非常に重要なのですけれども、どうしても関心が薄れてく

るというのが実情なので、そこでどうやって関心を高めていくかというところがポ

イントになってくると思います。 

 若年層に対する教育の面で言いますと、私は今すごいチャンスじゃないかなと思

っています。４月から１８歳成人になりまして、刑事事件におきましても、少年法

の改正とか、私どもの新聞社でも非常にナーバスになっています。若年層にとって

法律的な部門において関心が高くて、恐らく大学でもそうでしょうが、小・中・高

でもいかに教育するかというところのニーズが今非常に高いと思います。 

先ほどＧ委員がおっしゃったように、若年層の教育については、制度の意義とか、

この裁判員裁判に参加することによりどういうものが得られるかというところは非

常に興味があるところだと思いますので、積極的に訴えていければ今はチャンスな

んじゃないかなと個人的には思っております。 

  

Ｌ委員 

 私は、ボランティアとしての立場でお話をさせていただきたいと思います。 

 私は、犯罪被害者の担当の保護司として保護観察所に週に数回かですけど行かせ
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ていただいております。そして、保護観察官が大学に行かれて授業をされていたり

するため、そういったところでの周知方法はあるのではないかなとは思っています。 

 また、被害者支援の関係でビスコというところと一緒になって勉強会に行ってい

るのですが、そこで県内の大学の人たちが犯罪被害者支援のサークルをつくって活

動をしていらっしゃいます。そのとき私も一緒に勉強させてただいて、裁判所の中

の法廷に入らせていただいて法衣を着せていただいたりとか、裁判員裁判の傍聴を

させていただきました。若い世代の人たちにそういったところを見ていただくとい

うのはすごくいいことではないかなと思っています。 

 あとは、私は、ボランティアの経験の中で聞かせていただいたお話を、幼・小・

中・高・大の先生方もいらっしゃる地域の活動の中で周知しております。なので、

さっきの小学生とか中学生に向けてのチラシをいただければ、そういったところで

周知することもできます。最終的に、子供たちが裁判員裁判というものにどれだけ

興味を持つかという取っかかりというのは大変必要なことだと思うので、家族に対

しても、ＰＴＡに対しても、地域のボランティアとして周知できるのではないかな

と思っています。 

  

Ｍ委員 

 行政としての立場で、イベントであるとか県の施策、それから方向性を決めると

きの基礎資料とする様々なアンケートをとらせていただいております。そのアンケ

ートについてお話をさせていただきたいと思います。 

 資料の中で裁判員を経験した経験者のアンケートを拝見し、よい経験だったとい

うところが非常に高い数値が出ていてうらやましいなというのを半分思ったんです

が、ここをアピールしないのがすごくもったいないというのを感じました。 

 「よい経験だった。」というのは、きれいにまとまり過ぎた言葉のような気がし

ます。一般に、「大丈夫ですか。」と声をかけたときに、大丈夫じゃない人でも

「大丈夫です。」って答えてしまう、そんなことをちょっと想像してしまいました。 
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 詳細なアンケートの項目については、確認せずに勝手な意見を申し上げるのです

が、アンケートの中で、どんなところがプラスなのかという点や、反対にどんなと

ころが負担になったがそれに対してどのような具体的なサポートを受けたという点

をイメージができるような形でアンケートをとる。そして、先ほども若者は特にと

いうお話がありましたけれども、社会に対して貢献したいとか、役立つ人間になり

たい、自分の立つ位置を確認したいという思いが強いところもあると思いますので、

アンケートをとるときに、アンケートの項目とか内容を考えて、その具体的イメー

ジが分かるような形で発信できたら、アンケートの結果がもっと伝わりやすいかな

と思いました。 

  

委員長 

 ありがとうございます。 

 このような委員会というのは、何か結論を得ることを目的にしているわけではな

いんですよね。意見交換でどういう問題があって、どのような感想を得たかを広く

裁判所の構成員以外の人からも集めるということだと思いますので、まとめる必要

もないと思うのですが、それぞれの委員からそれぞれの職域とか立場で、これらの

意見を伺いたい事項について様々な御指摘をしていただいたところです。 

 幾つか共通するというか、私の個人的な感想ですけれども、心に残ったことは、

やはり少子高齢化で若年層にいかにこの制度を支えてもらうか、そのための関心を

いかに喚起していくかということで、その具体的な方法論として従来やってきた出

前講義ですとか、模擬法廷ですとか、様々な啓発活動があり、それはもう皆さん、

前提だし、今日の最初のプレゼンでもその状況については説明していただきました。 

 しかし、それを具体的に更にどうするかということで、やはりウェブとか動画と

いう私の全く苦手な話が多く出てきたのですが、そこを改善しなくてはいけないな

ということが共通認識としてあったろうかと思います。 

 その中で、あとは各論的に、具体的に制度は知っているけれども、なぜ参加した
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いと思う人が少ないのかという話が何人かの意見から出てきて、委員の方から御指

摘がありましたが、やはり、背景とか当該制度の目的とかをもっと掘り起こして伝

える努力をすべきであろうということが心に残りました。 

 その中で、刑事弁護専門の方からは、いわゆるアメリカの州法において、陪審は

量刑を決めない、有罪無罪だけを決定する、ということまで遡って説明できればも

っといいのかなというのは、日頃から私も感じていることです。制度を単に知らせ

るというのだけれども、それは今日、手続上の流れとかいろいろなことを説明して

いただいたけど、その前提となっていることまで周知したらより根づいていくので

はないかという指摘だと思います。そのことは、非常に説得力を感じました。 

 また、実際、経験した人は満足度が高いということだけれども、その満足度の高

さについてもっと踏み込んだ表現の仕方はないかという指摘が最後のＭ委員からあ

りました。これはそのとおりだと思います。ですから、その辺を今後反映していた

だければいいのかなと思います。 

 それぞれの職域の方はそれぞれの立場で若年層にいかにつなぐかということにつ

いて貴重な御指摘を伺ったものと認識いたします。 

 今日の意見交換を踏まえて、今後の制度の周知及びより多くの人が裁判員裁判に

参加したいというふうに動機付けができればもっといいのかなというような感想を

持ちました。 
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（別紙第３） 

【次回のテーマに関する意見交換】 

 

委員長 

 次回のテーマですけれども、委員の方で何か取り上げていただきたい御意見があ

りますでしょうか。裁判所からは、令和４年１０月で調停制度発足１００周年を迎

えることを踏まえて、次回テーマについては、民事調停について取り上げてはどう

かという意見が出ていると聞いております。委員の皆様いかがでしょうか。 

それでは、次回のテーマは、民事調停について取り上げることといたします。 

 

 


